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〇ジェイエー長野会うすだコスモ苑養護老人ホーム管理規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、うすだコスモ苑設置及び管理に関する規定により、養護老人ホーム 

 （以下、「当施設」という。）の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 当施設は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下法という。）に基づき、環境 

上の理由及び経済的理由により居宅において、生活が困難な者に対して養護を行い、老人の福

祉の増進を図ることを目的とする。 

（入所定員） 

第３条 当施設の入所定員は、７０名とする。 

（職員） 

第４条 当施設に次の職員を置く。 

（1）施設長 

（2）事務職員 

（3）生活相談員 

（4）支援員 

（5）看護職員 

（6）栄養士 

（7）医師（嘱託） 

（職務）  

第５条 職員の職務は、次の各号のとおりとする。 

（1）施設長は、施設理念に基づき所属職員の統率を図る。 

（2）事務職員は、運営方針に基づき適正かつ的確な事務業務を遂行する。 

（3）生活相談員は、運営方針に基づき入所者の生活相談及び処遇の実施に従事する。 

（4）支援員は、運営方針に基づき入所者の生活の養護・施設内の諸用務に従事する。 

（5）看護職員は、運営方針に基づき入所者の保健衛生及び病弱者の看護に従事する。 

（6）栄養士は、運営方針に基づき入所者の栄養管理及び給食管理業務に従事する。 

（7）医師は、入所者の診断及び医療に従事する。 

（組織） 

第６条 当施設に次の会議体を置く。 

 責任者会議、相談科会議、支援員会議、リスクマネージメント委員会、食事サービス委員会 

（事務分掌） 

第７条 事務分掌は、次のとおりとする。 

 労務 

（1）公印の管理に関すること。 

（2）業務改善、企画、調査に関すること。 
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（3）保護措置費の請求事務に関すること。 

（4）職員の労務管理に関すること。 

（5）関係機関との連絡に関すること。 

（6）会計事務に関すること。 

（7）施設の維持、管理に関すること。 

（8）防災、防火、水害に関すること。 

（9）物品等の購入、運用及び保管に関すること。 

（10）家族会およびボランティア、地域交流活動に関すること。 

 生活相談 

（1）入所者の生活相談に関すること。 

（2）入所者の個別援助計画の作成に関すること。 

（3）入所者の入所、退所に伴う諸手続きに関すること。 

（4）入所者の日常物品等の購入、運用及び保管に関すること。 

（5）入所者の調査、統計に関すること。 

（6）入所者の身元引受に関する調整および埋葬火葬に関すること。 

（7）入所者の死亡に伴う遺留金品等に関すること。 

（8）入所者への貸与品、支給品に関すること。 

（9）入所者の小遣い等に関すること。 

（10）入所者の生活保護事務に関すること。 

（11）入所者の家族等との連絡調整に関すること。 

（12）家族会およびボランティア、地域交流活動に関すること。 

（13）研修生、福祉体験者の受け入れに関すること。 

（14）入所者の行事、催し物に関すること。 

（15）入所者の教養、娯楽に関すること。 

（16）その他入所者の処遇に関すること。 

養護 

（1）入所者の日常生活の自立支援に向けた生活指導及び支援に関すること。 

（2）養護職員の業務計画に関すること。 

 看護 

（1）入所者の感染予防等の保健衛生管理に関すること。 

（2）入所者の健康管理に関すること。 

（3）医師の診療補助に関すること。 

（4）病院との連絡に関すること。 

 給食 

（1）入所者の給食・配膳に関すること。 

（2）給食・配膳物品等の購入、運用及び保管に関すること。 

（3）給食材料の検収及び管理に関すること。 
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（4）給食室・配膳室の衛生管理に関すること。 

（5）災害時の非常食に関すること。 

第８条 入所の要件 

（1）福祉事務所長又は町村長から通知若しくは委託された者。 

（2）集団感染の危険性のある感染性疾患を有していない者。 

（3）介護を必要としない自立した６５歳以上の高齢者。 

（4）要介護認定者については、原則として、要介護度Ⅰ以下で夜間・深夜の排泄介助が不 

要な者。また、認知症生活自立度がⅡ以下で、夜間の見守りが不要な者。 

（入所手続） 

第９条 施設長は、福祉事務所長又は町村長から入所の通知若しくは委託を受けた時は、必要 

な調査を行い、入所の諾否を決定し、速やかに当該福祉事務所長又は町村長に通知しなければ

ならない。 

（身元引受人）  

第１０条 当施設に入所する者は、成年者で独立の生計を営む者を身元引受人に定め、入所の

際に、身元引受書を施設長に提出しなければならない。 

２ 身元引受人が死亡した場合又は身元引受人が高齢や病弱等によりその資格を失った場合

は、代りの者を定め、施設長に届け出なければならない。 

３ 入所者の埋葬火葬に関する対応について、当施設と身元引受人との間において、事前に話

し合いを持たなければならない。 

４ 身元引受人の引き受けが不可能になった場合は、当施設の相談員が、後見人の申し立て等

についての相談支援を行わなければならない。 

（身元引受人の代理・代行の不可） 

第１１条 施設において、身元引受人の代理及び代行が出来ない事案については、当施設から

身元引受人に連絡した際は、速やかに対応をしなければならない。 

(1)入所・退所に関する同意。 

(2)入院や治療に関する保証人および同意。 

(3)火葬、埋葬に関する対応。 

(4)不足分の現金の立て替え。 

（誓約書） 

第１２条 入所の承諾を受けた者は、入所の際、誓約書（様式第２号）を施設長に提出しなけ 

ればならない。 

（貴重品管理） 

第１３条 入所者貴重品は、依頼書（様式１－2）及び貴重品預かり書に基づき、本人又は身元

引受人より依頼を受けた上で管理しなければならない。 

２ 入所者通帳等については、別に定める「養護老人ホームうすだコスモ苑利用者預り金取扱

内規」に基づいて、管理しなければならない。 

３ 入所者が退所する場合には、貴重品返却書を作成の上、身元引受人及び市町村担当者同席
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にて返却しなければならない。 

（退所） 

第１４条 施設長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該福祉 

事務所長又は町村長と協議の上、退所を命ずることができる。 

（1）当施設内の規則を守らず、秩序を乱した場合および施設内の器物損傷をした場合。 

（2）施設内および部屋で火を取り扱った（喫煙等）場合。 

（3）自傷・他傷行為が見られた場合。 

（4）当施設で提供できる介護サービスが基準を超えたとき（要介護度がⅢ以上の者、医療依

存度が高い者）。 

（5）その他施設長が退所の必要があると認めた場合。 

（措置変更等の通知） 

第１５条 施設長は、入所者の措置の変更、停止若しくは廃止を必要とする事由が生じたとき

は、速やかに当該福祉事務所長又は町村長に通知しなければならない。 

（運営会議及び研修） 

第１６条 施設長は、当施設の運営の向上を図るため、年 1回委嘱した運営委員を構成メンバ

ーとする運営会議を開催し評価を受け、必要な要望・助言を聴く機会を設けなければならない。 

２ 施設長は、必要に応じ職員の研修の機会を設け、業務体制を整備しなければならない。 

（苦情相談） 

第１７条 施設長は、入所者等からの苦情窓口や第三者委員会の設置等、苦情に対して適切な

体制を構築しなければならない。 

（保健衛生） 

第１８条 施設長は、入所者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、定期的に健康診

断を行う。また、嘱託医と連携し健康診断が必要と認められる場合は随時実施し、異常が認め

られるときは、嘱託医の指示のもと適切な対応をとらなければならない。 

第１９条 施設長は、施設内の整理整頓、清掃等の環境整備に努め、入居者の感染予防や転倒

予防等のリスクマネージメント対策に努めなければならない。 

第２０条 施設長は、入所者の清潔保持のため、週に２回以上の入浴を提供しなければならな

い。 

第２１条 施設長は、当施設内に感染症が発生したときは、速やかに関係機関に報告するとと

もに必要な措置を行い、その蔓延防止に努めなければならない。 

（給食） 

第２２条 施設長は、業務委託業者日清（株）と協力し計画的な給食の実施を図るものとする。 

（教養娯楽） 

第２３条 施設長は、入所者の教養と娯楽を図るため、必要な娯楽用具備えレクリエーション

等を随時行うように努めなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第２４条 入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す
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るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下身

体的拘束等という。）を行わないものとする。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合

には、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録す

るものとする。 

（入所者の尊守事項） 

第２５条 入所者は、施設長の運営方針に従うとともに次の事項を尊守し、当施設内の秩序保

持に努めなければならない。 

（1）日課及び日限を守る。 

（2）他傷・自傷行為などで、施設に迷惑をかけてはならない。 

（3）盗み、暴言・暴行等の行為で他人に迷惑をかけてはならない。 

（4）喫煙について 

① 健康増進法の改定に伴い、老人福祉施設等において、施設内敷地内禁煙となった

ことから、当施設においても施設内、敷地内において喫煙してはならない。 

② 喫煙は定められた場所のみで喫煙する。また、定められていない場所で火を扱っ

てはならない。 

（5）外出又は外泊をする場合は、行先等を施設長に届け出しなければならない。 

（6）居室は全室個室で、冷暖房完備されているため、居室の整理整頓・清掃及び節電節水

に心がけなければならない。また壁や床に釘等を無断で使用してはならない。 

（7）トイレ・浴室・共有スペース等の公共場所は、入居者全員で整理整頓・清掃に心がけ、

公共物については丁寧に取り扱い、損傷する行為をしてはならない。 

（8）その他、秩序を乱す行為をしてはならない。 

（入所者の部屋替え） 

第２６条 入所者は、施設の運営上の事情等で施設から部屋替えの申し出があったときは、速

やかに部屋を移動しなければならない。 

（訪問者の尊守事項） 

第２７条 入所者に対する訪問時間は、午前７時から午後 7時までとする。ただし、施設長が

特に認めた場合はこの限りではない。 

２ 訪問に際しては、施設長の許可を得るものとする。 

（災害防止対策） 

第２８条 施設長は、災害防止と入所者の安全を守るため、次の事項を行わなければならない。 

（1）非常災害用の設備は常に有効に保持するように努める。 

（2）非常災害に対する具体的実施計画を立て、消防機関と連携し、避難、救出及び防火に

対する訓練を行う。 

（3）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

（事故発生等の対応） 

第２９条 入所者に対する事故が発生した場合又は病状急変が生じた場合には、速やかに行政

関係機関、医師、又はあらかじめ定めた協力医療機関及び家族等に連絡を行う等の必要な措置
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を講じなければならない。 

 ２ 医療機関を受診した事故については、事故発生２週間以内に事故報告書を最寄りの市町 

村長および長野会本部宛てに提出しなければならない。 

（文書の保管） 

第３０条 施設長は、当施設に関する諸記録について、当法人が定める文書の保管期間に従っ 

て、整理し保存しておかなければならない。 

（補則） 

第３１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 ２ 入居者又は身元引受人から寄付等の申し出があった場合は、別紙「寄付申出書」をもっ

て処理をする。 

 

この規則は、令和 1年 12月１日から施行する。 

この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

 

令和  年  月  日        説明者                  

以上の説明を受け、上記の内容に同意いたします。     

 

入居者氏名                   印 

 

代理人氏名              印（続柄       ） 


